
平 成 2 3 年 度 第 4 回 理 事 会 抄 録  
日 時 ： 平 成 2 3 年 7 月 1 6 日 （ 土 ）  1 3： 0 0～ 1 5： 2 5  
場 所 ： (社 )日 本 作 業 療 法 士 協 会 事 務 所 1 0 階 会 議 室  
出 席 ： 中 村（ 会 長 ）、 山 根 、 清 水（ 副 会 長 ）、 岩 瀬 (前 副 会 長 )、 古 川 、

岩 崎 、 長 尾 (監 事 )、 宇 田 、 大 丸 、 荻 原 、 香 山 、 苅 山 、 北 山 、

小 林 、 坂 井、佐 藤、陣 内、高 島、谷、土 井 、 東 、 藤 井 、 三 澤 、

森 (理 事 ）、 佐 藤 （ 委 員 長 ）、 高 木 （ 士 会 連 絡 協 議 会 長 ）  
 

新 副 会 長 ・ 新 理 事   自 己 紹 介  
Ⅰ .審 議 事 項  
1 .  平 成 2 3・2 4 年 度 の 協 会 体 制 に つ い て (中 村 会 長 )協 会 は 平 成 2 4 年

度 に 一 般 社 団 法 人 に 移 行 す る が 、移 行 を 円 滑 に 進 め る た め に 今 年

度 よ り 活 動 体 制 を 新 組 織 に 変 え て 事 業 を 実 施 し た い 。 新 定 款 の 5
つ の 公 益 目 的 事 業 に 即 し た 5 つ の 部 と 、法 人 の 管 理・運 営 を 行 う

事 務 局 に 整 理 統 合 す る 。部 長 は 理 事 が 兼 任 、部 の 活 動 と 予 算 執 行

の 状 況 を 把 握 し 、そ の 責 任 を 負 う 。部 の 下 の 委 員 会 の 委 員 長 に は

平 成 2 2 年 度 体 制 の 部 長 、 委 員 長 が 移 行 す る 。 会 員 管 理 シ ス テ ム

と は 別 に 会 員 の 臨 床 状 況 を 反 映 す る 会 員 臨 床 情 報 シ ス テ ム を 構

築 し 、事 務 局 で 管 理 し 、必 要 な 臨 床 デ ー タ を 適 時 に 提 供 で き る 体

制 を つ く る 。こ れ に 対 し て 、制 度 対 策 部 内 の 委 員 会 名 を 障 害 へ の

対 応 が 明 示 さ れ た 名 称 と す べ き と の 意 見 を 了 承 し て 新 体 制 を 確

定 さ せ る 。  → 承 認  
2 .  常 務 理 事 の 選 任 に つ い て (中 村 会 長 ) 5 つ の 部 の 部 長 と 事 務 局 長 、2

名 の 事 務 局 次 長 の 計 8 名 を 常 務 理 事 と し て 推 薦 す る 。  → 承 認  
3 .  来 年 度 以 降 の 社 員 総 会 の あ り 方 に つ い て ( 中 村 会 長 ) 作 業 療 法 学

会 の 会 期 中 に 行 っ て い た 総 会 の 時 期 を 5 月 最 終 週 の 土 曜 日 に 、場

所 は 東 京 に 固 定 し 、 代 議 員 の 旅 費 は 協 会 が 負 担 す る 。  → 承 認  
4 .  来 年 度 以 降 の 表 彰 式 典 の あ り 方 に つ い て ( 中 村 会 長 ) 代 議 員 制 に

伴 い 、総 会 時 に 行 わ れ て い た 表 彰 式 を 学 会 の 開 会 式 の 中 で 行 う こ

と を 提 案 す る 。  → 承 認  
5 .  被 災 会 員 の 第 3 回 会 費 免 除 申 請 に つ い て (荻 原 事 務 局 長 ) 6 月 2 4

日 か ら 7 月 1 5 日 ま で の 申 請 件 数 9 件 の う ち 3 名 は 「 家 財 破 損 」

の た め 対 象 外 と し 、 6 名 を 免 除 申 請 対 象 と し た 。  → 承 認  
6 .  会 員 の 入 退 会 に つ い て ( 荻 原 事 務 局 長 ) ① 会 費 未 納 に よ る 強 制 退

会 者 4 名 が 清 算 後 、再 度 入 会 を 希 望 。② 個 人 の 賛 助 会 員 の 入 会 希

望 。 ③ 1 名 の 死 亡 退 会 の 通 知 。  → 承 認  
Ⅱ 報 告 事 項  
1 .  平 成 2 3 年 度 第 4 6 回 総 会 に つ い て (佐 藤 前 総 会 議 事 運 営 委 員 長 )

第 1 号 議 案 か ら 第 5 号 議 案 ま で す べ て 承 認 が 得 ら れ 、予 定 ど お り

の 議 事 進 行 と な っ た 。委 任 状 回 収 は 1 万 4 , 8 0 9 名 、議 場 出 席 者 と



併 せ て 1 万 5 , 2 3 9 名 と な り 、 正 会 員 の 3 7 %の 出 席 率 。  
2 .  第 4 5 回 日 本 作 業 療 法 学 会 に つ い て (大 橋 第 4 5 回 日 本 作 業 療 法 学

会 長 )一 般 演 題 数 8 4 6 題 (応 募 演 題 数 9 5 4 )、ワ ー ク シ ョ ッ プ 、学 会

長 講 演 、特 別 講 演 、シ ン ポ ジ ウ ム 、被 災 者 支 援 報 告 会 等 の 企 画 が

な さ れ 、 4 , 5 7 4 名 の 参 加 が 得 ら れ た 。 本 学 会 独 自 企 画 の 学 会 専 用

の w e b サ イ ト の 運 用 が 好 評 だ っ た 。  
3 .  W F O T 代 表 者 会 議 2 0 1 4 の 会 場 の 決 定 に つ い て ( 山 根 第 1 6 回

W F O T 大 会 2 0 1 4 実 行 委 員 長 )代 表 者 会 議 の 開 催 場 所 が 千 葉 県 の

「 か ず さ ア カ デ ミ ア パ ー ク 」 に 決 定 。  
4 .  Te a m  J a p a n 国 内 委 員 会 の 再 編 に つ い て (山 根 第 1 6 回 W F O T 大 会

2 0 1 4 実 行 委 員 長 )役 員 改 選 に 伴 い 、 委 員 会 の 人 員 を 再 編 し た 。 第

2 回 委 員 会 を 8 月 2 1 日 に 開 き 、 実 際 の 運 営 に 入 る 。 参 加 費 の 具

体 的 な 金 額 に つ い て も 議 論 が さ れ た 。  
5 .  第 9 回 協 会・都 道 府 県 士 会 合 同 役 職 者 研 修 会 に つ い て (北 山 理 事 ) 7

月 3 0・ 3 1 日 に 開 催 さ れ る 研 修 会 の プ ロ グ ラ ム が 決 定 し た 。  
6 .  制 度 対 策 関 連  

1 )  介 護 保 険 改 定 要 望 に つ い て (土 井 理 事 ) 7 月 1 4 日 、 介 護 報 酬 改

定 に 対 す る リ ハ 3 団 体 案 を 厚 労 省 に 提 案 。 こ こ で の や り 取 り

を 踏 ま え 、 7 月 2 8 日 の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に 向 け て 作 業 を 進

め る 。「 作 業 療 法 の 特 殊 性 を ア ピ ー ル す る 」、「 訪 問 リ ハ で の 作

業 療 法 士 と 他 職 種 と の 連 携 が 必 要 」 等 の 意 見 が 多 く 出 さ れ た 。 
2 )  社 会 保 障 審 議 会 介 護 給 付 費 分 科 会 で の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に

つ い て（ 中 村 会 長 ) 7 月 2 8 日 に 行 わ れ る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン の

内 容 に つ い て 説 明 。 自 立 支 援 に 基 づ く 包 括 マ ネ ジ メ ン ト の 総

合 モ デ ル に 対 す る 作 業 療 法 の 成 果 を プ レ ゼ ン す る 。  
7 .  国 際 部 活 動 報 告   書 面 報 告  
8 .  渉 外 活 動 報 告   書 面 報 告  

(三 澤 理 事 ) J D D ネ ッ ト か ら「 相 談 支 援 体 制 の 充 実 」の 提 案 が さ れ 、

児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー へ の 専 門 職 配 置 等 と の 関 連 も あ り 、協 会 と

し て 意 思 表 示 を す る 必 要 が あ る 。協 会 の 新 組 織 の 制 度 対 策 部 も 含

め 、 来 年 度 に 向 け て コ メ ン ト を 出 す こ と を 提 案 す る 。  
9 .  諸 会 議 の 開 催 に つ い て  

1 )  平 成 2 3 年 度 の 理 事 会 議 の 日 程 変 更 に つ い て (山 根 副 会 長 )常 務

理 事 会 、 運 営 調 整 会 を 廃 止 し 、 理 事 会 の み と す る 。  
2 )  旧 体 制 各 部 長 の ヒ ア リ ン グ に つ い て (山 根 副 会 長 ) 8 月 6 日 、 7

日 に 新 体 制 に 向 け て の 引 き 継 ぎ 、 検 討 を 目 的 と し た ヒ ア リ ン

グ を 行 う 。  
3 )  機 関 誌 ・ 協 会 ニ ュ ー ス 等 、 協 会 の 情 報 提 供 の あ り 方 検 討 会 ( 8

月 2 0 日 1 5 時 ~ 1 7 時 )に つ い て (山 根 副 会 長 )三 役 、 学 術 部 長 、

機 関 誌 編 集 委 員 長 、 広 報 部 長 、 広 報 委 員 長 の 出 席 で 検 討 会 を



開 催 す る 。  
1 0 .  そ の 他  

1 ) (香 山 理 事 )合 同 役 職 者 研 修 会 終 了 後 、 被 災 3 県 の 県 士 会 長 で ①

今 後 の ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 、② 支 援 金 、③ 情 報 共 有 の 3 点 に つ い て

会 議 を 開 催 す る 。  
2 ) (土 井 理 事 ) 7 月 1 4・1 5 日 に 訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 振 興 会 の 地

域 リ ー ダ ー 育 成 研 修 会 が 開 催 さ れ た 。  
以 上  


